
仕 様 書 

 

１ 調達物品及び調達予定数量 

 

２ 納入場所 

  広島県呉庁舎からおおむね半径１．５ｋｍ以内に所在する乙のガソリンスタンド 

 

３ 給油カードの作成等 

（１） 給油カードは、車両番号ごとに作成すること。 

（２） 甲が給油カードの作成を依頼する場合、ＦＡＸ等により乙へ依頼する。 

（３） 乙は、作成依頼を受けた日から７日以内に甲へ給油カードを納品すること。 

（４） 契約満了等で不用になった給油カードは、甲が乙に返納し、乙が廃棄する。 

 

４ その他 

（１） 給油した日、数量、車両番号を記載した注油明細書を、月ごとにまとめて作成する

こと。 

（２） 車両保有台数は次のとおり 

ガソリン車： ３５台 

軽油車  ：  １台 

※車両台数は、契約期間中に増減することがある。 

（注）対象事務所 

     広島県西部総務事務所呉支所 

     広島県西部県税事務所呉分室 

     広島県西部厚生環境事務所呉支所 

     広島県西部農林水産事務所呉農林事業所 

     広島県西部建設事務所呉支所 

     ただし、組織改編があった場合は、契約担当職員の指示による。 

品 名 規 格 予定数量 

レギュラーガソリン 
JIS K2202の規格に適合した

89オクタン価以上のもの 
１２，０００ﾘｯﾄﾙ 

軽油 
JIS K2204の規格に適合する

もの 
５００ﾘｯﾄﾙ 


